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問い合わせ 介護高齢課地域包括支援センター　☎75−8937 記事 ID 0045919

「自分らしく生きる」を
地域で支える

成
年
後
見
制
度
と

市
民
後
見
人

法定後見制度

後見 保佐 補助

任意後見制度

成
年
後
見
制
度
と
は

　
「
父
が
認
知
症
に
な
っ
て
、
お
金
の
管
理
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
」「
母
の

入
院
費
の
支
払
い
が
必
要
な
の
に
、
銀
行
か

ら
本
人
で
な
け
れ
ば
お
金
を
下
ろ
せ
な
い
と

言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」「
知
的
障
が
い
が
あ
る

た
め
、一
人
で
お
金
の
管
理
が
難
し
い
」
な
ど
、

窓
口
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や
知
的
障
が

い
、
精
神
障
が
い
な
ど
の
理
由
で
物
事
を
判

断
す
る
能
力
が
十
分
で
は
な
い
人
に
対
し
て
、

安
心
し
て
自
分
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
そ
の
権
利
を
守
る
援
助
者
（
後

見
人
な
ど
）
を
選
び
、
法
律
的
に
支
援
す
る

制
度
で
す
。

　

預
貯
金
の
管
理
や
税
金
の
支
払
い
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
な
ど
の
契
約
行
為
、
書
類

の
確
認
な
ど
と
い
っ
た
「
財
産
管
理
」
と
、
本

人
の
元
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
生
活
状
況
を

確
認
し
な
が
ら
支
援
を
行
う
「
身
上
保
護
」
の

二
つ
の
支
援
が
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
人
な
ど
に
は
、
親
族
の
ほ
か
、
弁

護
士
や
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
と
い
っ
た

司
法
や
福
祉
の
専
門
職
が
選
任
さ
れ
る
場
合

や
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
担
う
法
人
後
見

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

制
度
を
取
り
巻
く
現
状

　

市
で
は
、
令
和
３
年
度
に
「
成
年
後
見
制

度
実
態
調
査
」
を
行
い
ま
し
た
。
市
内
の
介

護
保
険
事
業
所
や
障
が
い
福
祉
施
設
な
ど
を

利
用
し
て
い
る
３
６
５
３
人
の
う
ち
、
実
際

に
制
度
を
利
用
し
て
い
る
人
が
74
人
で
し
た
。

ま
た
、
６
３
２
人
が
財
産
管
理
な
ど
を
理
由

に
制
度
利
用
が
必
要
と
思
わ
れ
る
状
況
に
あ

る
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
る
人
を
対
象
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
在
宅
で
生
活
さ
れ
て
い
る
人
を
合

わ
せ
る
と
、
制
度
の
利
用
が
必
要
と
思
わ
れ

る
人
は
さ
ら
に
増
え
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。必

要
と
す
る
人
の
も
と
へ

　

市
内
で
約
６
０
０
人
以
上
が
、
成
年
後
見

制
度
の
利
用
が
必
要
と
想
定
さ
れ
て
い
る
中

で
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
職
が
、
全
て
の
人

の
支
援
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
市
で
は
「
地
域
の
身
近
な
支

援
者
」
と
し
て
活
躍
す
る
市
民
後
見
人
の
養

成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

市
民
後
見
人
と
は
、
弁
護
士
や
司
法
書
士

な
ど
の
資
格
を
持
た
ず
、
親
族
以
外
の
市
民

に
よ
る
成
年
後
見
人
な
ど
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
養
成
講
座
を
受
講
し
、
必
要
な
知
識
・
技

術
、
社
会
規
範
、
倫
理
性
を
身
に
付
け
、
家

庭
裁
判
所
か
ら
の
選
任
を
受
け
た
の
ち
、
市

民
後
見
人
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

令
和
２
・
３
年
度
に
開
催
さ
れ
た
養
成
講

座
で
は
、
22
人
の
修
了
生
が
誕
生
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
日
常
生
活
自

立
支
援
事
業
に
お
け
る
生
活
支
援
員
や
法
人

後
見
支
援
員
と
し
て
、
経
験
を
積
み
な
が
ら
、

市
民
後
見
人
と
し
て
の
活
動
に
向
け
て
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
あ
る
人
も
、
障
が
い
の
あ
る
人

も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら

し
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
制
度
を
必

要
と
す
る
人
の
も
と
に
届
く
よ
う
に
、
身
近

な
地
域
で
支
援
し
て
く
れ
る
人
が
必
要
で
す
。

　

地
域
の
身
近
な
伴
走
者
、
市
民
後
見
人
を

一
緒
に
目
指
し
ま
せ
ん
か
。

制
度
を
利
用
す
る
に
は

　
「
も
っ
と
詳
し
く
制
度
に
つ
い
て
知
り
た

い
」「
手
続
き
な
ど
に
費
用
は
ど
れ
く
ら
い
か

か
る
の
か
」「
制
度
を
利
用
し
た
い
け
れ
ど
、

何
か
ら
始
め
れ
ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
」
と

い
う
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

介
護
高
齢
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
75
‐
８
９
３
７
）

　

福
祉
課
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

　

タ
ー
（
☎
75
‐
５
８
３
０
）

　

社
会
福
祉
協
議
会
生
活
支
援
課

　
（
☎
62
‐
７
７
５
６
）

将来、判断能力が不十分に
なったときに備える場合

判断能力があるうちに
任意後見人を選んでおく

判断能力が不十分な場合

後見人が、多くの手
続きや契約などを全
面的にサポートしま
す。

保佐人が、重要な手
続きや契約などを一
緒に行います。

補助人が、本人だけ
では難しい手続きを
お手伝いします。

成
年
後
見
制
度
の
イ
メ
ー
ジ

成年後見人などができないこと
　 調理や掃除などの家事援助
　 日用品の買い物や介護
　 養子縁組の手続きや結婚・離婚届の提出
　 医療行為への同意や身元保証

成年後見人などができること
　 福祉・介護サービスの手続きや契約
　 保険料や税金の支払い、お金の出し入れ
　 不当な契約の取り消し
　 郵便物や書類の確認
　 入院や施設入所などの手続き
　 定期的な訪問や本人の状況確認

市民後見人養成講座を開催します
と　き ７月～ 12月の間の９日間および実務

研修２日間
ところ 神林支所３階　大会議室
対　象 以下の①～⑥の全てに該当する人

①25歳～ 75歳で市在住の人
② 弁護士・司法書士・社会福祉士・精

神保健福祉士・行政書士・税理士の
資格を有しない人

③ 市民後見活動に熱意と理解があり、
受講修了後、市民後見人として活動
可能な人

④原則、全ての講座に参加可能な人
⑤反社会勢力に属していない人
⑥事前説明会に参加した人

参加費 無料（ただし、テキスト代5,984円がか
かります）

事前説明会を開催します
　市民後見人養成講座の受講を希望される方は、
事前説明会への参加が必要となります。
■と　き　５月８日㈪　午後２時～３時
■ところ　神林支所３階　大会議室
■参加費　無料
■申し込み・問い合わせ
　社会福祉協議会生活支援課（☎62−7756）

問い合わせ 社会福祉協議会生活支援課
（☎62−7756）


